
三次市教育委員会議案第１９号 

 

 

 三次市就学指導委員会規則の一部を改正する規則案を次のように提出する。 

 

 

  平成２０年６月１２日 

 

                三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基 

 

 

   三次市就学指導委員会規則の一部を改正する規則（案） 

 

 三次市就学指導委員会規則（平成１６年三次市教育委員会規則第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第７条中「，教育委員会事務局学校教育室」を「，教育委員会事務局学校教育課」

に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２０年８月１日から施行する。 

 


